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（目的） 

第 1条 緑の空間のある快適な住環境をつくり、これを保持し後世に伝えるために秩序ある

街づくりの行政指導を行うことを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第 2条 この要綱は、住宅販売を目的にした、ときわ台、東ときわ台、光風台、新光風台、

希望ヶ丘住宅地区内における建築物及び施設に適用する。 

    ただし、都市計画法（法律第 100号）による開発許可を受けたものを除く。 

    なお、建築協定及び地区計画にて別途定めのあるものについては、その旨を優先

するものとする。 

 

（一区画の敷地面積） 

第 3条 建築行為を行うときの 1 区画の面積は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層

住居専用地域においては 200 ㎡以上、第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地

域においては 150㎡以上、近隣商業地域においては 100㎡以上とする。 

    ただし、既存の区画を変更しないもの及び町長が認めたものを除く。 

 

（建築者の責務） 

第４条 建築者は、建築協定、地区計画等により、建築に関する制限がある場合は、その

規定及び豊能町環境保全条例を遵守し、快適な住環境の創造に努めなければならな

い。 

   

（関係住民への説明） 

第５条 建築者は環境上の障害等が生じないよう、隣接土地利用者及び利害関係者に建築

計画等を十分に説明すること。 

 

（その他） 

第 6条 この要綱に関し必要な事項は、町長が定める。 

 

（附則） 

    この要綱は昭和 57年 9月 10日より適用する。 



 

（附則） 

    この要綱は平成 14年 5月 16日より適用する。 

 

（附則） 

    この要綱は平成 20年 9月 19 日より適用する。 

 

（附則） 

    この要綱は令和 8年 4月 1 日より適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


